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小学校入学前児童に占める保育所等利用児童の割合は過去最高の５２．５％！ 
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（教育福祉委員会資料）                  令 和 ３ 年 ５ 月  
子ども若者はぐくみ局  

 
保育所等及び学童クラブ事業における利用児童等の状況について 

～８年連続 保育所等待機児童ゼロ達成～ 

～１０年連続 学童クラブ事業待機児童ゼロ達成～ 

 

この度，京都市では，８年連続となる保育所等待機児童ゼロとともに，１０年連続とな

る学童クラブ事業待機児童ゼロを達成しましたので，御報告いたします。 

保育所等については，３６８人分の新たな児童受入枠を確保するとともに，保育要件を

満たす３，０００人以上の児童が幼稚園を利用するなど，民間保育園，認定こども園，私

立幼稚園，小規模保育事業所等の御協力を得て実現したものです。 

また，学童クラブ事業についても，平成２７年度から，対象学年を小学校３年生（障害

のある児童は小学校４年生）から小学校６年生に拡大する中，事業の設備・運営基準に基

づく職員配置や新たな実施場所を確保するなどの取組を進めてまいりました。 

今後とも，オール京都の力を結集して人口減少社会に挑戦するとともに，安心して子育

てができる環境づくりを一層進めてまいります。  

１ 保育所等利用児童，待機児童の状況について（参考１，２参照） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月に向けた主な取組 

 保育所整備等による児童受入枠の拡大 

～令和３年４月に向け，１６箇所，３６８人分～ 

 多様な保育ニーズに応えるための幼稚園での放課後等預かり保育の実施 

～保育要件を満たす３，０００人以上の児童が幼稚園を利用～ 

 保育の質の向上と保育士の確保 

保育士の配置基準は国の１.３３倍，保育士平均年収は全国平均の１．３４倍  

 医療的ケア児の受入支援の更なる充実 

令和３年４月には，２８人の医療的ケア児の保育を実施 

 保護者に寄り添った丁寧かつ的確な入所相談（政令市唯一！） 

保育所等利用児童 

4,849 人増加(平成 20 年度比較) 

８年連続 
待機児童ゼロ 

百万都市１１市中第１位 
（百万都市平均４２．３％） 

直近５年間で計１４１箇所 

３，２１６人分拡大！ 

京都市４７６万円 

全 国３５６万円 

全産業４６４万円 
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⑴ 令和３年４月に向けた主な取組 

ア 保育所等整備による児童受入枠の拡大 

・ 民間保育所等 ：１２箇所（新設３，増改築等９） 

・ 小規模保育事業： ４箇所（新設１，定員増３） 

・  直近５年間では計１４１箇所，３，２１６人分を拡大 

イ 多様な保育ニーズに応えるための幼稚園での放課後等預かり保育の充実 

・ １億円を超える本市独自負担により，私立幼稚園で実施している放課後等預か

り保育を支援 

・ 市立幼稚園全園で，午後６時までの放課後等預かり保育を実施 

⇒ 保育要件を満たす３，０００人以上の児童が幼稚園を利用 

ウ 保育の質の向上と保育士の確保（参考３参照） 

・ 国基準を上回る保育士の手厚い配置 

・ 保育士の給与改善 など 

⇒ ９０人定員の保育所の場合，保育士の配置基準は国基準の１．３３倍 

  （国基準１２人に対し，京都市の保育士配置は＋４人の１６人） 

⇒ １歳７箇月未満の児童４人につき，保育士１人を配置（国基準は６人につき１人） 

⇒ 保育士平均年収 全国平均の１．３４倍 かつ 全産業の平均収入を上回る 

  （京都市４７６万円，全国平均３５６万円，全産業平均４６４万円） 

エ 医療的ケア児の受入支援の更なる充実（参考４参照） 

・ 新たに受け入れる１３人を含めて，２８人の医療的ケア児の保育を実施 

オ 保護者に寄り添った丁寧かつ的確な入所相談（参考５参照） 

・ 区役所・支所子どもはぐくみ室における利用申込者に対する面接の実施 

（令和３年４月の利用申込に向けて１歳児及び３歳児を対象に実施） 

⇒ 子育て支援コンシェルジュによる寄り添い支援の展開 

 

⑵ 保育所・小規模保育事業等の利用児童，待機児童の推移        （単位：人） 

 

※ 令和３年４月１日時点の本市の「小学校入学前児童数に占める割合」は，令和２年４月１日時

点の人口１００万人を超える大都市・１１市平均（４２．３％）の約１．２４倍 

【平成２０年度以降の取組】 

  ○ 民間保育所等整備 

新設 増改築等 分園設置 計 

４２ ９９ １９ １６０箇所 

  ○ 小規模保育事業等の設置促進 

小規模 

保育事業 

事業所内 

保育事業 

家庭的 

保育事業 
計 

１０９ ９ １ １１９箇所 

 

各年（４月１日時点） H20 H29 H30 H31 R2 R3 H20→R3

小 学 校 入 学 前 児 童 数 ① 69,049 64,748 63,762 62,197 60,792 58,391 △ 10,658

保 育 所 等 利 用 申 込 児 童 数 26,532 31,647 31,939 32,048 31,860 31,149 ＋4,617

保 育 所 等 利 用 児 童 数 ② 25,833 31,101 31,433 31,478 31,300 30,682 ＋4,849

小学校入学前児童数に占める割合 ②／① 37.4% 48 .0% 49.3% 50 .6% 51.5% 52 .5% +15.1pt

待 機 児 童 数 99 0 0 0 0 0 △ 99

計１６箇所 ３６８人分 

本市独自に予算を投入 

計２７９箇所 
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⑶ 今後の取組 

ア 保育所等整備による児童受入枠の拡大 

今後も保育需要の拡大が見込まれる地域がある一方で，子どもの減少等の理由によ

り，定員割れの数が増加（直近５年間では１，３３７人増）していることから，令和

２年度から令和６年度までを計画期間とする京都市はぐくみプラン（京都市子ども・

若者総合計画）においては，保育ニーズの増加が見込まれる地域に限定してピンポイ

ントで児童受入枠の拡大を図っていくこととしています。 

 H28 年 4 月 R3 年 4 月 差 

定員割れ数 1,012 人 2,349 人 1,337 人 

令和４年４月以降に向けては，約６．１億円の整備予算を確保し，整備が必要な地

域において，既存施設を活用しての増改築等を第一とし，それでは保育ニーズの増加

に対応できない地域においてのみ民間保育所等の新設を行うことにより，待機児童ゼ

ロを維持するための取組を引き続き進めてまいります。 

  ＜平成２８年度～令和２年度の児童受入枠の拡大＞ 

○ 保育所等新設・増改築等 ７６箇所分（２，４８３人増）  計１４１箇所分 

○ 小規模保育事業整備   ６５箇所分（  ７３３人増）  ３，２１６人増 

＜令和３年度当初予算＞ 

○ 保育所等新設・増改築等 ７箇所分 ２２５人増   

     

 

イ 保育の質の確保・向上の取組 

本市では，これまでから市独自負担による，国基準を上回る手厚い保育士配置や給

与改善を実施してまいりました。 

加えて，令和２年度からは，平成２８年度から実施している１歳児に係る職員加配

助成（※）の対象児童を１歳６箇月未満から１歳７箇月未満に拡充し，１歳児保育に

おける保育士配置の更なる充実を図っています。 

※ 対象児童に係る保育士について，本市配置基準（児童５人につき保育士１人）

を超えて，児童４人につき保育士１人を配置できるよう助成する制度 

また，この間，国においても職員給与等運営に要する経費に対する公定価格が増額

改定され，新たな処遇改善の仕組みが導入されるなど充実が図られています。 

 

ウ 保育料の軽減 

令和元年１０月から実施している幼児教育・保育の無償化以降も，保育所等に係

る０～２歳児の保育料について，保護者の経済的負担軽減のため，保育所等の同時

入所を要件としない第３子以降の保育料無償化（府市協調事業）など，本市独自の

軽減策により，国基準の約７割に保育料を軽減しています。 

 

今後とも保育ニーズの状況や国等の動向に加えて，本市の厳しい財政状況を踏ま

え，持続的に安定的な保育士の確保と保育の質の向上を図り，安心して子育てがで

きる環境づくりを一層進めてまいります。 

 

 

令和４年４月開所  ９５人増 
令和５年４月開所 １３０人増 
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２ 学童クラブ事業利用児童の状況について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ≪新たに設立される学童クラブを含め，３６８クラスを編成（７クラス増）≫ 

   ≪一方，学童クラブ事業登録児童数は１５，１０３人（▲３２人）≫ 

    ※ 新制度開始以降，初の減少となったことから，利用ニーズの動向について，

今後，注視が必要です。 

 
⑴ 学童クラブ事業登録児童数，待機児童数の推移（４月１日時点） 
 

 

  

R2→R3 ３２人減少 

（前年度比 0.2％減） 

平成２７年度から 

対象学年を拡大 

（小学校 3 年生まで→6 年生まで） 

１０年連続 

待機児童ゼロ 

令和３年４月に向けた取組 

 平成２７年度からの子ども・子育て支援新制度の下，条例に定めた設備・運営基準に 

基づく職員配置及び活動スペースを引き続き確保（令和２年４月⇒令和３年４月） 

 ① すべての施設において利用児童数おおむね４０人のクラス編成 

 ② すべてのクラスにおいて２名の職員（うち１名が放課後児童支援員）を配置 

 ③ これまで同様，教育委員会との強力な連携の下，利用児童数が増加すると見込ま

れる施設を中心に，小学校内での余裕教室等の確保や近隣の地元スペースの活用に

より，基準（児童１人当たりおおむね１．６５㎡以上）を上回る活動スペースを堅持

（令和２年度中に８施設） 
 
 新たな学童クラブ設置に対し支援を実施 

 朱雀みぎわ学童保育所（中京区），詩音
う た ね

学童クラブ（南区） 
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⑵ 学童クラブ事業の利用状況（令和２年４月と令和３年４月の比較）  

（単位：人）     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 今後の取組 

   令和３年度は，昨年度と比べ登録児童数の総数が減少しましたが，利用ニーズが高

い地域に対応（新たな学童クラブに助成）したため，クラス数が増加しました。 
   地域によっては更に利用ニーズが高まる可能性もあるため，引き続き，関係機関と

連携しながら，利便性や移動の安全性を考慮し，できる限り小学校の校内で実施場所

を確保できるよう努めてまいります。 
  

令和2年4月1日
登録児童数

令和3年4月1日
登録児童数

増減

1年生 4,609               4,586               -23

2年生 4,059               4,127               68

3年生 3,274               3,170               -104

4年生 1,944               1,962               18

5年生 851                  884                  33

6年生 398                  374                  -24

合計 15,135          15 ,103          -32

待機児童数 0 0 -                 
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＜参考１＞ 

 

保育所等の利用状況等（令和２年４月と令和３年４月の比較） 

 

                                      （単位：人） 

区 分 R2.4.1 R3.4.1 増 減 

保育所等利用申込児童数         ① 31,860 31,149 △ 711 

保育要件非該当数           ② 180 211 31 

 育児休業中（注１）        ａ 168 208 40 

 求職活動休止           ｂ 0 0 0 

 その他（注２） 12 3 △9 

保育認定児童数        ③＝①－② 31,680 30,938 △ 742 

保育所等利用児童数           ④ 31,300 30,682 △ 618 

 保育所・認定こども園 29,700 29,127 △ 573 

 小規模保育事業等 1,600 1,555 △45 

幼稚園預かり保育利用児童数（注３） ⑤ 79 42 △37 

企業主導型保育事業利用児童数    ⑥ 25 24 △1 

特定の保育所等を希望等（注４）  ｃ⑦ 276 190 △ 86 

待機児童数（注５）③－④－⑤－⑥－⑦ 0 0 0 

潜在的待機児童数    ａ＋ｂ＋ｃ 444 398 △ 46 

注１ 育児休業が終了するまで保育利用は希望しないと申し出た保護者の数 

注２ 「その他」の内訳 

 
注３ 「幼稚園預かり保育利用児童数４２人」は，保育所等に申し込まれた中で，放

課後等預かり保育の利用を希望されるなど，幼稚園等に通われている児童数です。 

   なお，この４２人を含めて，３，０００人以上の保育要件を満たす児童が，幼

稚園に通われています。 

注４ 「特定の保育所等を希望等」とは，他に利用可能な保育所等があるにもかかわ

らず，特定の保育所等を希望し，利用可能な保育所等を紹介しても申し込まれな

かった児童（１８４人）と，内定した保育所等が第１希望ではないといった理由

により辞退された児童（６人）の合計です。 

注５ 自宅から２０～３０分未満で登園が可能など，地域における地理的な要因や通

常の交通手段の違い等を考慮した上で，通勤時間，通勤経路等を踏まえて，開所

時間が保護者の需要に応える保育所等を紹介しても申し込まれない場合は，国の

定義により「待機児童」に含めないこととされています。 

  

（単位：人）

区分 R2.4.1 R3.4.1 増減

市外への転出 3 0 △ 3
市外から市内への未転入 7 1 △ 6
就労時間が月４８時間未満 0 0 0

必要な書類の未提出 2 2 0

計 12 3 △ 9
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＜参考２＞ 

 

行政区別保育所等利用定員と利用状況（令和３年４月１日現在） 

 

（単位：人） 

行政区 利用定員 

利用児童数 
潜在的 

待機児童数 
待機児童数 

定員内 定員外 合計 

北 2,464 2,218 80 2,298 18 0 

上京 1,467 1,339 65 1,404 8 0 

左京 3,290 3,074 116 3,190 41 0 

中京 2,420 2,241 70 2,311 39 0 

東山 722 640 1 641 2 0 

山科 3,045 2,728 31 2,759 36 0 

下京 1,714 1,610 71 1,681 25 0 

南 2,916 2,660 190 2,850 27 0 

右京 3,763 3,568 199 3,767 61 0 

西京 2,615 2,448 66 2,514 47 0 

洛西 970 883 0 883 9 0 

伏見 3,844 3,647 174 3,821 50 0 

深草 1,019 971 62 1,033 29 0 

醍醐 1,620 1,493 37 1,530 6 0 

合計 31,869 29,520 1,162 30,682 398 0 

※ 潜在的待機児童として，国は，①育児休業中，②求職活動を休止，③特定の保育所等を希望，

④地方単独事業を利用の４つの類型に係る数値を公表しております。なお，本市においても，国

と同様の基準で集計しておりますが，④の地方単独事業は実施しておりません。 
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１．３４倍 

＜参考３＞ 

 

保育の質の向上と保育士の確保に向けた取組 

 

１ 保育士配置基準 

例えば９０人定員の場合･･･ 

京都市の保育士配置基準（１６人）は国基準（１２人）の１．３３倍 

 

※１ １歳７箇月未満の児童について，本市配置基準を超えて４：１の保育士配置により保育を

実施できるよう助成 

※２ １５：１で保育士を配置した場合，３歳児配置改善加算を適用 

 

２ 保育士の平均年収（令和元年度） 

京都市の保育士：４７６万円        （平均勤続年数 10.0 年，平均年齢 37.5 歳） 

全国の保育士 ：３５６万円        （平均勤続年数 7.8 年，平均年齢 36.7 歳） 

(参考)全産業 ：４６４万円        （平均勤続年数 12.4 年，平均年齢 43.1 歳） 

※（出典）京都市：公益社団法人京都市保育園連盟資料 

全 国：厚生労働省賃金構造基本統計調査 

 

  

本市の配置基準 国の配置基準

０歳児 ３人につき保育士１人 同左

１歳児 ５人につき保育士１人　※１ ６人につき保育士１人

２歳児 ６人につき保育士１人 同左

３歳児 １５人につき保育士１人 ２０人につき保育士１人　※２

４歳児 ２０人につき保育士１人 ３０人につき保育士１人

５歳児 ２５人につき保育士１人 ３０人につき保育士１人
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＜参考４＞ 

 

医療的ケア児の受入支援 

 

１ 保育所等における医療的ケア児の受入支援 

 ⑴ 事業概要 

平成３０年度から，国のモデル事業を活用し，保育所等が医療的ケア児を受け入れ

るために看護師等を配置する場合，医療的ケア児保育支援対策費としてその人件費を

支給している。また，令和２年度から，私立幼稚園においても，児童の症状や，医療

行為が必要な時間に合わせた看護師の配置等に係る制度を創設している。 

 

⑵ 実績（受入児童数，４月 1日時点）   （単位：人） 

年度 市営 民営 計 

平成３０年度 ３ ８ １１ 

令和元年度 ４ １６ ２０ 

令和２年度 ３ １８ ２１ 

令和３年度 ３ ２５ ２８ 

※ 上記の他，令和３年４月からは，私立幼稚園においても２名を受入れ 

 

⑶ 民営保育施設での受け入れのための予算（単位：千円） 

年度 予算額 

平成３０年度      ２０，９００ 

令和元年度      ６４，２００ 

令和２年度      ８４，９５０ 

令和３年度 ７８，４１２ 

※ 上記の他，私立幼稚園での看護師の配置等に係る助成に 9,550 千円 

 

２ 学童クラブ事業における医療的ケア児の受入支援（令和２年度から実施） 

 ⑴ 事業概要 

  ア 訪問看護利用者支援事業 

利用者が学童クラブ事業において訪問看護を利用した場合の自費診療の一部を保

護者へ助成する。 

  イ 受入体制整備事業 

    学童クラブが看護師等を雇用する場合に，施設に対して人件費を助成する。 

⑵ 実績（受入児童数）                  （単位：人） 

年度 児童数 
  

訪問看護利用者支援事業 受入体制整備事業 

令和３年度 ２ １ １ 

⑶ 予算          （単位：千円） 

年度 予算額 

令和２年度 ８，４００ 

令和３年度     ８，０７７ 

  

（学童クラブ障害児対策） 

（学童クラブ障害児対策＋児童館運営費） 
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＜参考５＞ 

 

保育利用ポイント制における優先入所の主な状況（令和３年４月） 

 

１ 保育士等の子どもの入所状況 

  令和２年４月申込み 令和３年４月申込み 

申込児童数（Ａ） ２１３人 ２２４人 

承諾数（Ｂ） ２０８人 ２２１人 

保留数（Ａ－Ｂ） ５人 ３人 

承諾率（Ｂ／Ａ） ９７．７％ ９８．７％ 

※ 令和３年４月申込みで保留となった３人のうち，１人は転園希望，１人は幼稚園利用中，１人は

特定の保育所を希望 

※ 令和３年４月申込みにおける職種の内訳は，保育士又は保育教諭（88.5％），看護師・准看護師

（1.6％），栄養士・管理栄養士（5.8％），調理師（4.1％） 

 

２ 兄弟姉妹の同一施設への入所状況 

  令和２年４月申込み 令和３年４月申込み 

同一の保育所等 

希望世帯数（Ａ） 
１，９７６世帯 １，９１７世帯 

同一の保育所等 

入園世帯数（Ｂ） 
１，９１１世帯 １，８５８世帯 

別の保育所等 

入所世帯数（Ａ－Ｂ） 
６５世帯 ５９世帯 

同一の保育所等 

入所割合（Ｂ／Ａ） 
９６．７％ ９６．９％ 

 

３ 小規模保育事業所等の卒園児（３歳児）の入所状況 

 令和２年４月申込み 令和３年４月申込み 

卒所児童数 Ａ（Ｂ＋Ｃ） ６２２人 ６７２人 

 保育利用の申込みなし Ｂ ２２２人 ２８１人 

引き続き保育利用を希望 Ｃ（Ｄ＋Ｅ） ４００人 ３９１人 

 保育所・認定こども園利用 Ｄ ３８３人 ３８５人 

保留（幼稚園等利用中等） Ｅ １７人 ６人 

 保育利用を希望した児童の承諾率（Ｄ／Ｃ） ９５．８％ ９８．５％ 

※ 保育利用の申込みなし（Ｂ）のほとんどは，当初からの幼稚園等への入園希望者 

※ 保留（幼稚園利用中等）（Ｅ）について，保留となった６人のうち，４人は４月から幼稚園を利

用中，１人は企業主導型保育事業利用中，１人は保留希望 

 


